
1 一般事務・7名程度
2 一般事務（考古学）・1名程度
3 一般事務（障害者）・2名程度
『学校教育法』で定める高等学校卒業以上の学歴を有する方（卒業見込みを含む）で、
職種ごとに定められた受験資格を有する方

7月31日（月）まで総務課と男衾･用土両連絡所で配布するほか、
町公式ホームページからも取得できます。総務課での配布は、
土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分、連絡所は
午後5時までです。

1 一般事務 平成5年4月2日以降に生まれた方 

ア　昭和63年4月2日以降に生まれた方
イ　障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
　　保健福祉手帳)の交付を受けている方 
ウ　1日7時間45分で週5日間の職務遂行が可能な方

3 一般事務（障害者） 以下のすべてに該当する方

4 技術（土木） 昭和63年4月2日以降に生まれた方
5 技術（建築） 昭和63年4月2日以降に生まれた方
※詳しくは配布している受験案内、または町公式ホームページをご覧ください。

制度の改正により変更になる場合があります。

令和5年4月1日現在の初任給は表のと
おりです。また、このほかに、扶養手当、
住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉
手当等が支給されます。一定の経歴(大
学院を含む)がある場合は、給料に所
定の額が加算されることがあります。

最終合格者は採用候補者名簿に登載され、欠員状況に応じて採用が決定されます。 

土・日曜日および祝日ならびに年末年始
※勤務場所によって異なる場合があります。

年次有給休暇は年間20日(4月1日採用時は15日)あり、残日
数は20日を限度に繰り越すことができます。このほかに特別
休暇（結婚、出産、忌引等）や病気休暇等があります。また、
育児休業制度等もあります。

全職員を対象とした定期健康診断をはじめ、人間ドックや
脳ドックなどの費用助成により、職員の健康管理をサポート
しています。また、宿泊施設やレクリエーション施設などの利
用料金の補助制度があります。 

原則として午前8時30分～午後5時15分 

初任給

勤務時間 

休日など 

休暇など 

福利厚生
区分 初任給 
高　卒 
短大卒
大　卒  

158,900円
169,800円 
185,200円 
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令和6年4月1日採用予定  寄 居 町 職 員 採 用 試 験

令和5年9月17日［日］
令和5年7月24日［月］～31日［月］

インターネットによる
申し込みのみとなります。

詳しくは
町公式ホームページを
ご覧ください。

第1次試験 

受付期間 

受験資格

受験案内等

職種・募集人員 4 技術(土木)・2名程度
5 技術(建築)・2名程度

問い合わせ 寄居町総務課  TEL 048・581･2121（内線313･315） FAX 048・581・5100 
〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1

7月6日～ 7月24日
～31日 9月17日 12月上旬

予定
令和6年
4月1日
予定

10月下旬~
11月中旬
予定

2 一般事務（考古学） 以下のすべてに該当する方
ア　昭和63年4月2日以降に生まれた方
イ　専門学校、短期大学、大学または大学院において考
古学またはこれに準ずる学科（歴史学、文化財学等）
を専攻し、卒業（修了）した方または令和6年3月までに
卒業（修了）見込みの方

職員
募集
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